
ご家庭で過ごす時間全体の中で、ご家庭で用意したデジタル機器も含めて、
端末を、いつどのように使うか、お子様と話し合うことが大切です。

この持ち帰りの約束は、文科省「端末利用に当たっての児童生徒の健康への配慮等に関す
る啓発リーフレット」をもとに作成しました。合わせて石垣市「我が家の携帯・スマホ等
ルール10カ条」「持ち帰り活用ルール」もご覧ください。

家庭学習ﾉｰﾄ等との併用

石垣市教育委員会

 学校で配られた端末は、
学習に関係ない目的で
は使いません

 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ使用時の犯罪等
の被害者や加害者にな
らないように声かけが
必要です

寝る前に
強い光を
浴びると、
入眠ホル
モン「メ
ラトニ
ン」が阻
害され寝
つきが悪
くなりま
す

 目を休め
たり、30
㎝以上離
して読む
ことは、
本や紙資
料を読む
場合でも
大切です
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